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要約 
日本では近年、救急需要の増加と医療提供体制の逼迫が重なり、搬送先の決定が長時間

化する救急搬送困難事案が深刻化している。全国的に出動件数や搬送人員は年々増加を続

けており、医療機関では救急外来や入院病床の満床、人員不足が常態化している。結果と

して、受け入れ照会の多重化や現場滞在時間の長期化が生じ、救急搬送全体の効率性を低

下させている。こうした現状を踏まえ、地域を越えた消防力の有効活用や指令業務の連携

強化が求められている。 

 従来、消防本部の広域化はその解決策の 1 つとして注目されてきたが、統合には制度

的・財政的な負担が大きく、導入には長期の協議を要する。その中で、複数本部で指令機

能を統合する指令センターの共同運用(以下、指令センター共同運用とする)は、比較的実

現可能性の高い取り組みとして注目されている。なかでも、出動可能隊が枯渇した際に他

消防本部の隊を直ちに出動させるゼロ隊運用は、情報の一元化と出動調整の即時化を通じ

て、搬送停滞を抑える有望な仕組みとされる。 

 先行研究では、救急搬送困難事案の発生要因を医療提供体制の側面から分析したものが

中心であり、消防・救急体制に着目した実証的な研究は限られている。また、消防本部の

広域化や指令センター共同運用に関しても、その効果を定量的に検証した研究は十分に蓄

積されていない。 

 そこで本稿では、「指令センター共同運用(本稿では、特にゼロ隊運用を扱う)は、救急

搬送困難事案の発生を実質的に減少させるのか」をリサーチクエスチョンとし、実証的検

証を行った。 

 分析には、代表消防本部単位のパネルデータを用い、制度導入本部として高知市消防局

(以下、高知市・土佐市の両市を高知市消防局とする)を設定し、合成コントロール法を用

いて分析を行った。 

 結果として、ゼロ隊運用後の高知市消防局では、運用がなかった場合の反実仮想と比較

して月平均約 23.57 件、年間約 283 件の救急搬送困難事案が減少したことが確認された。 

 本研究の結果を踏まえ、高知市消防局のゼロ隊運用が他地域でも再現できた場合におけ

る、未導入消防本部への導入を提言する。地域を越えた出動体制の整備により、搬送調整

の迅速化と現場滞在時間の短縮が期待される。また、導入にあたっては本部間調整や財政

負担といった課題に対し、制度的支援を拡充することが重要である。これにより、全国的

な救急医療体制の効率化と安定化に資することが期待される。 
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1．現状分析・問題意識 
1.1 救急搬送困難事案と救急医療の需要及び供

給 
日本の救急医療体制が逼迫状態にあることは社会的課題として広く認識されており、特

に 2020 年代前半における新型コロナ禍以降、その逼迫を象徴し、深刻な事象ともいえるの

が救急搬送困難事案の発生とその増加である23。この事案は救命活動の最前線において発

生する搬送先医療機関決定の極端な遅延を表すものであり、その件数は救急医療体制の機

能不全を直接に示す重要な指標である4。 

鈴木・堀(2010)では、「医療機関における救急搬送患者の受け入れ状況が悪化しており，

救急医療における喫緊の課題となっている」とし、救急搬送困難事案の発生には「救急医

療需要の増大」と「医療資源の供給不足」が複合的に絡んでいると分析している5。 

この「救急医療需要の増大」について、総務省(2025c)によると、救急車の出動件数は、

2023年に約 764万件を記録し、2013年からの 10年間で 250万件以上増加している。救急搬

送人員数(以下、搬送人員数とする)も約 665万件で年々増加の一途を辿っている6。 

また、救急車の出動件数及び搬送人員数そのものの増大のみならず、救急医療資源逼迫

の原因の 1 つとして考えられるのが、搬送者のうち軽症者が占める割合の高さである。総

務省消防庁(2025c)によると、2023 年の救急搬送者の総数に占める軽症搬送者の割合は、

48.5%となっており、救急車・救急隊が本来対応すべき重症患者以外にも多数出動してい

る実態を表している。このような状況を受け、救急搬送の適正化やトリアージの観点から、

現在、自治体によっては軽症であった場合の実質的な搬送費用徴収や、救急車出動要請の

前段階での相談受付体制(救急安心センター事業(#7119))の強化が導入・検討されている789。 

一方で、「医療資源の供給不足」に関連して、山田ほか(2019)では、救急外来満床や入

 
2 救急搬送困難事案とは、救急隊による「医療機関への受入れ照会回数 4 回以上」かつ「現場滞在時間 30 分以上」の事

案として、各消防本部から総務省消防庁あてに報告のあったものとしている(総務省消防庁(2025b))。 
3 仙台市(1 週間あたり 236 件(朝日新聞 2025 年 1 月 18 日))、京都市(1 週間あたり 185 件(朝日新聞 2022 年 8 月 2 日))、大

阪府(1 日あたり 300 件(朝日新聞 2022 年 8 月 3 日))など、各地でも同様に「救急搬送困難事案の増加」が報告されてい

る。 
4 総務省消防庁(2025c)の報告によれば、救急搬送困難事案に該当するケースのみならず救急搬送されたケース全般につ

いて、現場到着までの時間及び病院収容までの時間はいずれも長期的に増加している。例えば、2023年には病院収容所

要時間が平均 45.6分に達し、2003 年の平均約 29.4分と比較して 20 年間で約 16 分間もの延びを示した。 
5 鈴木・堀(2010)においては「選定困難事案」と呼称しているが、実質的に「救急搬送困難事案」と同義である。 
6 救急車の出動件数と搬送人員数との乖離は、何らかの理由によって「不搬送」と判断される場合があるからである。 
7 トリアージとは、災害発生現場等において多数の傷病者が同時に発生した際、傷病者の緊急度や重症度に応じて適切

な処置や搬送をおこなうために傷病者の治療優先順位を決定することを指す(一般社団法人日本救急医学会(2025))。 
8 例えば、三重県の松阪市・多気町・明和町によって構成される松阪地区広域消防組合の管内においては、搬送先の医

療機関で医師により軽症(処置の緊急性がなく、入院による治療や観察が必要ない)と判断された場合、選定療養費とし

て 7,700 円を徴収する制度が 2024 年 6 月から運用され始めた。この制度運用に対して、沖ほか(2024)は合成コントロー

ル法を用いた因果推論により、ひと月あたり165.4件(約12%)の救急車出動件数を抑制する効果があると推定している。

また、同様の制度が、2024 年 12 月より茨城県内の病床数 200 以上の 22 病院で運用され始めた。ただし、三重県松阪地

区のケースとは異なり、徴収される選定療養費は 1,100円から 13,200 円と病院によって幅がある。 
9 救急安心センター事業(#7119)は、急な病気や怪我の際の救急車の要請や病院の受診等の判断にあたり、「#7119」や

地域ごとに設定された電話番号へ電話することで、医師や看護師、必要なトレーニングを受けたその他の医療従事者に

相談することのできる事業である。ただし、消防庁が全国普及を進めてはいるものの、全国一律の運用ではなく、利用

することのできない地域もあり、また利用可能な地域でも地域ごとに対象者や電話番号、利用時間が異なる。 
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院病床満床などによる断りの理由が 40%を占めていることを示した。この結果は、鈴木・

堀(2010)が指摘するように、救急搬送困難事案の発生と増加は、単に救急医療への需要増

大だけでなく、医療機関の受け入れ能力という医療供給側の事情も深く関わっていること

を示す、ひとつの証左と言えるだろう。 

しかしながら、救急医療の供給体制全体が実現可能な供給量は、各医療機関の受け入れ

キャパシティの単純な合計のみによって決まるものではない。地域をまたいだ消防本部同

士や医療機関の間での連携・情報共有がいかに十分かつスムーズに行われているかという

ことも、救急現場から搬送先を迅速に決定することができるかを左右する要因である。つ

まり、たとえある地域内で救急外来・入院病床が満床状態であったとしても、隣接する他

地域の医療機関では受け入れ可能な状況があるかもしれない。この情報共有が地域間でな

されているか、また、それに基づき実際に搬送することのできるシステムが構築されてい

るか、ということも、医療資源を効率的に活用できているか、救急搬送困難事案を減らす

ことができるかということに大きく関わるであろう。 

現実に、この地域をまたいだ医療資源の効率的活用という観点で、近年、政策として進

められているのが消防・救急の広域化及び連携・協力である。次節では、消防・救急体制

の再編と、一部地域で導入されつつある指令センター共同運用とその高度化について詳述

していく。 

 

1.2 消防・救急体制の再編と指令セ

ンター共同運用の位置づけ 
1.2.1 消防・救急体制再編の背景と広域化から連

携・協力への転換 
消防・救急体制の効率化と持続性の確保を目的として、消防・救急体制の再編を進めて

きた。特に、消防・救急体制の再編政策の中心には「消防の広域化(以下、広域化とする)」

が位置づけられてきた。これは複数の市町村が消防を共同で導入する仕組みであり、人

的・物的資源の共有による効率的な運用を目的とする。実際に、広域化によって初動体制

の強化から出動時間の短縮につながった事例がある10。また、人員配置の効率化や現場体

制の強化なども含め一定の効果が確認されている。しかしその一方で、組織統合には自治

体間の調整や財政負担の問題が伴い、全国的な進展は限定的である。特に、消防本部の再

編には法的・制度的な制約が多く、実現までに長期の協議を要することが課題となってい

る。加えて、小規模消防本部の消防・救急体制強化は乏しく、1996 年時点で全国 931 消防

本部のうち 623 本部(約 66.9%)が小規模消防本部であった11。それから約 30 年経つ 2024 年

時点でも、全 720 消防本部のうち 432 本部(60.0%)が管轄人口 10 万人未満に留まっている

 
10 大東・四條畷消防組合(2014 年 4 月発足)では、現場到着時間が最大 3 分 41 秒短縮された。また、宇部・山陽小野田消

防局(2012年発足)では出動体制が「5台から 7台」に増強され、埼玉東部消防組合(2013年発足)では「5～7台から 8台」

へと増加した。 
11 小規模消防本部は、管轄人口 10 万人未満の本部を指す。2018 年 4 月の「市町村の広域化に関する基本指針」の一部

改正により、可能な限り広域化対象市町村に指定する方向で検討された(消防庁消防・救急課(2023))。 
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(消防庁消防・救急課(2025))。その背景には自治体間の調整の難しさや地理的距離、地域特

性の相違など、制度設計上のハードルが挙げられる。さらに、すべての地域が一律に統合

可能なわけではなく、「直ちに広域化を進めることが困難な地域」が多数存在する(消防庁

消防・救急課(2025))。そのため、国は広域化を進めることが困難な地域に対し、まずは消

防本部間の連携・協力による消防力の確保を推進している。広域化は、消防本部の包括的

な連携であるのに対し、連携・協力は、消防業務の一部の連携であるため、柔軟な活用が

可能である。すなわち、広域化が最終的な統合を志向する制度的到達点であるのに対し、

連携・協力はその前段階として機能し、地域の実情に応じた消防力強化のための現実的か

つ漸進的な手段として位置づけられている。阿部(2020)は、消防指令センターの整備・運

用を「広域化の実質的な出発点」と位置づけ、指令業務の共同化が広域的な消防・救急体

制の構築に向けた基盤となることを考察している。実際、近年広域化は鈍化しているが、

連携・協力の位置づけである指令センター共同運用は順調に導入されており、今後も進捗

が見込まれる(消防庁消防・救急課(2025))。この事実は、組織再編という枠組みではなく、

情報共有や出動調整といった機能面からの統合が、より実効的な改善策として受け入れら

れていることを示唆するものである。 

 次項では、この「消防本部間の連携・協力」の中核的施策である指令センター共同運用

に焦点を当て、その仕組みと意義を検討する。 

 

1.2.2 指令センター共同運用と効果 
広域化が制度的再編を伴う包括的な枠組みであるのに対し、指令センター共同運用は、

消防業務のうち「通信・指令」という中核的機能を複数本部で共同導入するものである。

消防庁消防・救急課(2025)によると、2025 年 4 月時点で、56 地域(241 本部)において、指令

センター共同運用が行われている。この制度は、複数の消防本部が共同で指令センターを

整備し、消防需要の増大・多様化に対応するとともに、消防指令業務の質向上と行財政の

効率化を図ること目的としている。指令センター共同運用を導入することで、整備費の削

減や現場要員の充実などを図ることができる。 

実際の導入地域では、明確な成果が報告されている。消防庁消防・救急課(2025)による

と、共同整備を行った 19 本部の平均整備費は 49.8%削減を達成した12。また、沖縄県消防

指令センターでは、指令人員体制を従前の 3 分の 1(現状 29 人体制)にすることで現場要員

の充実が図られたと報告されている。このように、指令センター共同運用は単なる経費削

減策にとどまらず、消防資源の集約と再配分を通じて、現場力の底上げを実現する仕組み

である。さらに、同運用の効果について、平常時・災害時双方での運用改善を指摘してい

る。具体的に、平常時においては「市町村境界区域や地理的に隔離された地域に対し、近

隣都市の消防隊を同時に出動させることで、迅速な対応が可能となる」とし、また大規模

災害時には「応援部隊を迅速に投入できる体制の構築が期待できる」としている(消防庁

(2005))。 

これらは、指令センター共同運用が情報の一元管理と出動調整の即時化という二つの観

点から、平常時・災害時の対応の質を高める仕組みであることを示している。加えて、行

政効率の面でも効果が確認されている。システムを一本化することで維持管理費が削減さ

れたほか、複数の消防本部が同一センターで指令を行うため、時間帯や災害発生状況に応

 
12 平均整備費について、北はりま消防本部では半減(11.4億円から 5.8億円)、ちば消防共同指令センターでは 4割減(61.2

億円から 38.8 億円)を達成した。 
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じて通信指令員を柔軟に配置できるようになった。その結果、各消防本部が個別に人員を

確保する必要が減り、現場と指令の両面で人員の最適化が進んでいる。指令センター共同

運用は、組織の再編ではなく、既存体制の中で限られた人材と予算を最大限に活用できる

制度であるといえる。 

  

1.2.3 指令センター共同運用の高度化 
 近年では、指令センター共同運用の枠組みを最大限に活かすため、「直近指令」及び

「ゼロ隊運用」と呼ばれる高度な運用を導入する地域が増えている13。直近指令とは、

「現場に最先着できる隊に自動的に出動指令を行う」仕組みであり、ゼロ隊運用とは、

「出動可能な隊がなくなった場合に、他消防本部の隊に自動的に出動指令を行う」仕組み

である。これにより、管轄境界を越えた出動調整が自動化され、地域全体の即応性が高ま

る。直近指令とゼロ隊運用のイメージ図を図 1、図 2に示す。 

 

 

図 1 直近指令のイメージ図 

 
(消防庁消防・救急課(2025)「消防広域化関係資料」より筆者作成) 

 

 

 

図 2 ゼロ隊運用のイメージ図 

 
(消防庁消防・救急課(2025)「消防広域化関係資料」より筆者作成) 

 

 実際に、ちば消防共同指令センターでは、年間の救急通報件数約 14 万件の通報のうち、

 
13 高度な運用をしていない場合の指令センター共同運用は、通信は共同運用するが、救急車が出動する範囲は本部ごと

である。 
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約 400 件の直近指令、約 250 件のゼロ隊運用を導入しており、現場到着時間の短縮が図れ

たとしている(消防庁消防・救急課(2025))。これらは全通報のごく一部に留まるものであり、

件数としては直近指令の方が多い。しかし、ゼロ隊運用は通常の出動で対処できない局面

で発動される仕組みであることから、必要な場面で確実に機能していることが伺える。し

かし、直近指令やゼロ隊運用などを行っている地域は限られている14。 

 

1.3 問題意識 
前節のとおり、指令センター共同運用は、複数の消防本部が指令機能を共有することで、

平常時や災害時の対応の迅速化や効率化を実現している。こうした制度的整備が進む一方

で、救急医療の逼迫は依然として続いている。医療機関の受け入れ制限や救急搬送の長時

間化など、現場での対応困難事例は日常化しつつある。新型コロナウイルス感染症の流行

期には、病院の受け入れ先が確保できず、救急車が現場に長時間滞留する事例が全国的に

発生した。現在のように市町村単位で完結する従来の消防・救急体制では、救急需要が一

時的に集中した際に他地域の余力を活用しにくく、結果として現場での対応が滞る要因と

なっている。すなわち、地域を越えた情報共有や出動調整が十分に機能していないことが、

救急搬送困難事案の増加を招いていると考えられる。 

広域化は、「消防の体制の整備及び確立を図ることを旨として、行わなければならない」

(総務省消防庁(2025d))と記されているように、広域化の目的はあくまで消防力の維持・強

化にある。したがって、救急搬送困難事案の解消を直接の目的とした政策ではない。しか

し、救急需要増大の面において、両者の間に一定の関連が生じる可能性は否定できない。

指令センター共同運用が進むことで、医療逼迫が生じた際にも近隣地域の消防力を活用し、

結果的に搬送の円滑化に繋がる可能性がある。 

本研究は以上を踏まえ、救急搬送困難事案と指令センター共同運用に着目し、リサーチ

クエスチョンを「指令センター共同運用は、救急搬送困難事案の発生を実質的に減少させ

るのか」として実証的検証を行った。現場での逼迫を可視化する手掛かりとして救急搬送

困難事案を取り上げ、その発生に対して、広域化の運用要素のうち指令センター共同運用

の「ゼロ隊運用」がどのように作用するかを検討する。ゼロ隊運用は、出動可能な隊が枯

渇した際に、他の消防本部の隊を自動的に出動させる仕組みであり、地域間で消防力を補

完し合う現実的な運用である。新たな組織再編を伴わず導入可能であるゼロ隊運用が、救

急搬送の停滞をどこまで緩和させるか、その効果を明らかにすることが本研究の目的であ

る。 

本稿の以降は以下の構成となっている。第 2 章では救急搬送困難事案と広域化及び指令

センター共同運用に関する研究を先行研究として挙げ、本稿の位置づけと新規性について

述べる。第 3 章では合成コントロール法を用いた分析行い、分析結果と考察を示す。第 4

章では、実証分析の結果をもとにゼロ隊運用に向けた政策提言を行う。最後に、第 5 章で

結論を述べる。 

 

 

  

 
14 消防庁消防・救急課(2025)によると、直近指令約 27%(15 地域)、ゼロ隊運用約 46%(26 地域)、双方ともに導入約

21%(12 地域)である。 
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2. 先行研究及び本稿の位置づけ 
本章では、これまでに行われてきた救急搬送困難事案及び消防・救急体制に関する研究

を整理する。これらの研究は大きく、医療機関の受け入れ体制や患者行動など医療側の視

点から救急搬送困難事案の要因を明らかにした研究と、消防本部間の連携や組織再編とい

った体制面に焦点を当てた研究の 2 つに大別される。以下では、この 2 つの研究分野を順

に取り上げ、それぞれの成果と課題を確認する。 

 

2.1 救急搬送困難事案に関する研究 
山田ほか(2019)は、福岡県筑豊地域の救命救急センターを対象に、2015 年と 2016 年の 2

期間における救急搬送受け入れ断り症例を分析している。結果として、福岡県筑豊地域の

救命救急センターが救急搬送要請に対して受け入れを断った割合は 2.4%から 7.5%へ上昇し

た。断り理由の内訳では、救急外来や入院病床の満床、該当診療科の対応困難などの病院

側要因が 3 割から 4 割を占めた。著者らは、受け入れ体制の強化だけでは限界があり、退

院促進や転院調整といった出口側の体制整備が不可欠であると指摘している。こうした分

析から、救急搬送困難事案の背景には、医療需要の増加と病床逼迫が複合的に関与してい

ることが明らかになった。 

 中田ほか(2024)は、新型コロナウイルス感染症流行下における救急搬送困難事案の実態

を明らかにするため、全国 723消防本部を対象としたアンケート調査を導入した。532本部

から回答を得て分析した結果、感染拡大期に救急搬送困難事案が最も多発し、感染状況に

かかわらず増加傾向が続いていることが示された。また、地域によって発生率に大きな差

があり、医療資源の偏在や各自治体が導入する独自の対策の違いが影響していることが示

唆された。 

 鈴木・堀(2010)は、救急搬送先の病院選定が困難となる事案(選定困難事案)が多発する要

因を明らかにするため、都道府県別の公的統計資料を用いて相関分析及び主成分分析を行

った。救急搬送件数、病床数、医師数、人口密度など 16 項目を対象に分析した結果、選定

困難事案の発生率は人口密度と正の相関を示した。都市部では、軽症患者による救急外来

利用の増加や、一般外来から救急外来への受療行動のシフトが確認され、医療需要が過度

に集中していることが明らかとなった。一方で、単位人口あたりの医療資源が不足してお

り、医療需要と供給の不均衡が選定困難事案を引き起こしていると結論づけている。特に、

東京都や大阪府のような大都市では需要抑制、埼玉県や奈良県など大都市周辺地域では医

療資源の拡充が必要であると指摘している。 

これらの研究はいずれも、救急搬送困難事案の発生要因を医療側の観点から明らかにし、

医療資源の逼迫や需要集中といった構造的課題を示している。しかし、消防・救急体制や

搬送調整の仕組みといった、消防側の運用面に焦点を当てた分析は十分に行われていない。

また、地域の医療供給体制と消防の出動体制の関係を定量的に捉えた研究も乏しい。 
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2.2 広域化及び指令センター共同運用に関する

研究 
広域化に関しては、制度的枠組みや導入状況を論じた研究が蓄積されている。五十嵐・

田港(2019)は、沖縄県を対象とし、広域化の進展には地理的要因や社会的要因が強く影響

していることを明らかにした。特に、将来的な財政負担への不安や広域化によるメリット

の認識が、広域化の意思決定に大きく関与していることを指摘している。また、離島を多

く抱える地域では、地理的制約や自治体間の合意形成の困難さが広域化推進の課題となる

ことを示している。 

さらに、広域化が財政面に及ぼす影響を分析した研究として、小野・井田(2020)が挙げ

られる。これは、広域化前後の時期、かつ既広域化と未広域化の消防本部の両グループに

おける、消防本部管轄人口当たりの消防費にどのような変化が生じているかを DID 分析で

検証している。その結果、高齢者比率の高い人口構造を持つ消防本部や面積の大きさに関

連して消防本部管轄人口１人当たり消防費が高くなることを示唆している。 

また、田代(2015)は、市町村合併型と協議型の広域化の違いが、現場対応の迅速化とい

う観点から消防サービスの質にどのような影響を与えているかを DID 分析によって検証し

た。結果として、市町村合併型の広域化を行った消防本部では、現場到着時間が平均約

19.7 秒短縮され、平均現場到着時間全体の約 4.7%に相当する改善が確認された。さらに、

管轄人口の違いと現場到着時間との関係を分析した結果、管轄人口が約 172 万人を最適点

として、それ以上では到着時間が逆に延びるという U 字型の関係が示された。 

以上のように、広域化に関しては、制度的側面や財政的影響、サービス水準への効果な

ど、多角的な視点から研究が蓄積されている。しかし、広域化の一要素である指令センタ

ー共同運用に関しては、制度的考察にとどまる研究が多く、さらに直近指令やゼロ隊運用

などの高度な運用とその効果を実証的に明らかにした研究は十分ではない。 

 

2.3 本稿の位置づけ及び新規性 
本稿は、消防の指令センター共同運用の中でも、特に高度な運用であるゼロ隊運用に着

目する。ゼロ隊運用に着目する理由は大きく 2つあり、1つ目は現在多くの地域で行われて

いる出動指令の方法とゼロ隊運用について、他地域への出動指令を手動で行うか自動で行

うかに違いはあるものの、管轄内の出動可能隊が無くなった場合に発動されるという共通

点がある。2 つ目は、2 種類の高度な運用を比較すると、直近指令に比べてゼロ隊運用の導

入実績が多く確認できた。これらの理由から、本研究では現行の出動指令から新たに導入

する高度な運用は、追加的コストが少ない方が実現可能性は高いと考えられる。そのため、

ゼロ隊運用の導入に着目する。 

その導入が救急搬送困難事案の発生に与える影響を実証的に検証するものである。広域

化については一定の研究蓄積が見られるものの、指令センター共同運用やゼロ隊運用とい

う具体的な施策に関する実証的知見は乏しい。したがって本研究では、ゼロ隊運用が救急

搬送困難事案に与える影響を分析し、その効果を実証的に明らかにすることを目的とする。 

本稿の新規性は 2つ挙げられる。1つ目に、指令センター共同運用の中でもゼロ隊運用と

いう運用形態に焦点を当て、その導入効果を定量的に検証する点を挙げる。ゼロ隊運用は

出動判断を一元化することで、消防力の即時的な再配置を可能にし、従来の指令センター

共同運用よりも高度な対応力を持つ。近年、救急需要の増大や救急搬送困難事案の深刻化
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が全国的に進む中で、限られた医療資源を地域横断的に最適化する仕組みとして、指令セ

ンターの高度な運用の重要性は今後さらに高まると考えられる。したがって、単なる制度

設計上の議論にとどまらず、平時の即応性を高める仕組みとしてのゼロ隊運用の実効性を、

実証的に明らかにすることに意義がある。2 つ目に、分析の指標として救急搬送困難事案

を用い、消防・救急体制が現場の逼迫緩和にどの程度寄与しているかを明らかする点を挙

げる。これにより平時における消防・救急体制の有効性を検証し、今後の地域医療体制の

あり方に示唆を与える。 
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3. 理論・分析 
3.1 記述統計による現状把握と検証仮説の導出 
第 1 章においても述べたように、消防・救急の指令センター共同運用は、本来的に各消

防本部における消防・救急体制の効率化と持続性の確保を第一目的として導入され始めた

政策である。しかしながら、その副次的な効果として、現在の我が国における救急医療供

給体制が抱える大きな問題の 1 つである、救急搬送困難事案を減らすことに寄与する可能

性も考えられる。 

本節では、分析対象期間内にゼロ隊運用を導入した地域のうち、2023年 11月に同運用を

導入した高知市消防局に焦点を当て、その効果を検証する。はじめに、総搬送人員数に占

める救急搬送困難事案件数の割合について、1)全国の代表消防本部と高知市消防局との時

系列推移の比較、2)高知市消防局における前年同月での比較、を行う15。これらを通して、

消防・救急のゼロ隊運用が救急搬送困難事案件数を減らす可能性、及びその妥当性につい

て確認し、本稿の主分析で用いられる検証仮説の導出へと繋げていく。図 3 はゼロ隊運用

による消防・救急体制の改善に向けたイメージ図である。 

 

 

図 3 ゼロ隊運用による消防・救急体制の改善に向けたイメージ 

 
(筆者作成) 

 

 

3.1.1 全国の代表消防本部と高知市消防局との

時系列推移比較 
 図 4 は、2022 年 1 月から 2024 年 12 月の期間における、総搬送人員数に占める救急搬送

困難事案件数の割合の推移を、全国の代表消防本部(破線)と高知市消防局(実線)で表したも

のである。 

 
15 代表消防本部は、政令市消防本部・東京消防庁及び各都道府県の代表消防本部(計 52 本部)である。 
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図 4 搬送人員数に占める救急搬送困難事案件数の割合 

 
(総務省消防庁(2025b)「救急搬送困難事案に係る状況調査について」より筆者作成) 

 

まず、いずれにおいても共通した推移として、6ヶ月から 9ヶ月のサイクルで繰り返され

るスパイク(急増と急減)を観察することができる。平時においても発生する熱中症やイン

フルエンザなど季節性疾患による救急需要の増減に加え、2020年から 2023年にかけて流行

した新型コロナウイルス感染症の影響が重なったことで一時的に振幅が大きくなった可能

性がある。同感染症に対するワクチンの開発と接種率の増加、治療方法・方針の確立を受

け、感染症法に基づく分類上で新型コロナウイルス感染症が 2 類から 5 類に移行した 2023

年 5 月頃を境に、定期的なスパイクの大きさが、いずれにおいても顕著に小さくなってい

る。これは、コロナウイルス感染症の影響と考える妥当性を一定程度担保するものである

といえるだろう16。 

 一方で、全国の代表消防本部と高知市消防局の相違点として指摘できるのは、2023 年終

盤から 2024 年序盤を境とした減少幅の大きさである。この時期以前、特に直前には、両者

ともに上述のスパイクの最大値が 12%前後を示している17。しかし、それ以後に着目して

みると、全国の代表消防本部における総搬送人員数に占める救急搬送困難事案件数の割合

はスパイクの谷の部分で 5%前後から山の部分で 9%前後を推移するのに対し、高知市消防

局における同割合は、スパイクの谷の部分で 2%前後から山の部分で 6%前後を推移するに

留まっている。 

 これらの両者の共通点と相違点の双方を勘案すると、2023年の終盤から 2024年序盤にか

ける時期において、高知市消防局における総搬送人員数に占める救急搬送困難事案件数の

割合が、全国の消防本部の平均的な推移から乖離する何らかのショックが発生した可能性

を指摘することができる。 

 
16 新型コロナウイルス感染症の 2 類及び 5 類について、医療体制別に見ると、2 類は限られた医療機関による特別な対

応を必要とする一方で、5 類は幅広い医療機関による自律的な通常対応が可能となる(厚生労働省(2025))。 
17 2023 年 1 月 14 日の朝日新聞で高知市消防局において、2022 年の 1 年間の救急出動は 2 万件を超え、搬送人員が過去

最多を記録したとの報道があった。救急搬送困難事案についても問題視されており、医療機関への受け入れの照会を30

回以上した事例もあったと報告されている。 
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3.1.2 高知市消防局における前年同月での比較 
 図 5 は、高知市消防局において指令センターが共同運用された 2023 年 11 月以降の 1 年

間(2023 年 11 月から 2024 年 10 月)における総搬送人員数に占める救急搬送困難事案件数の

割合の推移(実線)とそれ以前の 1年間(2022年 11 月から 2023年 10月)における同推移(破線)

を前年同月で比較できるよう並べたものである18。 

 

図 5 ゼロ隊運用前後の総搬送人員数に占める救急搬送困難事案件数の割合の推移 

(破線：2022 年 11月～2023 年 10月、実線：2023年 11 月～2024 年 10 月) 

 
(高知市(2024)「消防年報」及び総務省消防庁(2025b)「救急搬送困難事案に係る 

状況調査について」より筆者作成) 

 

 ゼロ隊運用導入後の値が前年同月を明確に上回るのは、5 月時点と極めて限定的であり、

その他の月についてはほとんどの場合明確に大きく下回るか、一部同水準での推移となっ

ていることが読み取れる。 

 つまり、前項と同様に、高知市消防局における総搬送人員数に占める救急搬送困難事案

件数の割合が、2023年の 11月の時期を境として前年同月と比して減少させる何らかの要因

が発生した可能性が示唆される。 

しかしながら、ある地域において生じたイベントが特定の変数に対して因果的な影響を

及ぼしたかを検証する際、単純に他地域との変数の推移を比較したり、前年同月比を算出

したりするのみでは、厳密な因果効果を識別することはできない。これは、こうした単純

比較が、当該地域と比較対象地域の間に存在する構造的な違い(人口構成や様々な社会経済

的要因、地理的条件などに基づく違い)や、同時期に生じた全国的・マクロ的な変動の影響

を十分に統制できないためである。 

 したがって、ここまでの議論で導出された「高知市消防局におけるゼロ隊運用の導入は

救急搬送困難事案件数を減少させる」可能性を検証仮説と位置づけ、次節以降においては

 
18 記述的分析においては、各消防本部の規模差を考慮するため、救急搬送困難事案件数を絶対件数ではなく発生割合と

して示している。これは、人口規模や管轄面積の相違による件数のばらつきを補正し、地域間の比較可能性を高めるた

めである。 
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より統計学的に厳密な因果効果の有無を推論することを目的として、合成コントロール法

を用いた分析を展開する19。 

 

3.2 実証分析の枠組み 
本稿では、高知県高知市消防局における、ゼロ隊運用の導入をイベントとして、救急搬

送困難事案件数への因果効果を検証する。このイベントの発生処置として受けた個体(消防

本部)は単一であるため、処置群が極めて限定的である場合の因果効果検証に用いられる合

成コントロール法を用いて仮説を検証する20。 

ある個体(消防本部)において発生したイベント(ゼロ隊運用)のアウトカム(救急搬送困難

事案件数)に対する因果効果を捉えるためには、イベントが発生したケースと発生しなかっ

たケースの同一の個体における同時期のアウトカムを比較することが理想といえる。しか

し当然のことながら、高知市消防局がゼロ隊運用を導入した 2023 年 11 月以降の、同消防

局がゼロ隊運用していないケースは観察不可能である。そこで、イベント発生(ゼロ隊運用

導入)前の類似した代表消防本部のデータを用いて、擬似的なゼロ隊運用非導入の高知市消

防局ともいえる合成コントロールを作成し、これと実際に政策導入された高知市消防局に

おける救急搬送困難事案の件数を比較する。合成コントロールは、政策導入前の処置群の

個体を再現するように、政策導入前の対照群から合成されたものであり、仮に政策導入が

なかった場合の処置群を再現する。よって、導入時期以降において、実際に政策の導入が

あった処置群と、政策の導入がなかった場合の処置群を表す合成コントロールの間に乖離

が見られた場合、その乖離幅を因果効果として解釈することができる。 

 なお、分析期間は、2019年 4月から 2025年 7月までとする。また、対照群には期間中消

防本部単位でゼロ隊運用を導入している地域と広域化をしている地域を除いた代表消防本

部をおいた。 

 

合成コントロール法による分析とその定式化 

 上記を踏まえ、合成コントロール法による分析を定式化したものは、次のように記述さ

れる。 

各時点を𝑡 = 1,2,… , 𝑇で表し、ゼロ隊運用導入前の期間を𝑇0、それ以降の期間を𝑇1で表す。

また、𝑌𝑗𝑡 を集計されたユニット(𝐽 + 1個)のうちユニット𝑗の時点𝑡において実際に観察され

たアウトカムとしたうえで、𝑗 = 1を高知市消防局とし、さらに𝑌1𝑡
𝑁を合成コントロールによ

って作り出された擬似的な高知市消防局(以下、合成高知市消防局とする)のアウトカムを

表すとすると、ここで推定したい因果効果𝛼1𝑡は以下のように表される。 

 

𝛼1𝑡 = 𝑌1𝑡 − 𝑌1𝑡
𝑁  

 

 
19 総務省消防庁から提供された資料(指令の共同運用(2025/10/15 取得))においては、高知市消防局ではゼロ隊運用での導

入をしている旨の記載が確認された。一方で、高知市消防局へのヒアリングによって事実確認をしたところ、ゼロ隊運

用という形では導入していないという回答であったが、「応援協定」に沿った申し合わせによる出動は行っていること

が分かった。ここで「応援協定」とは、ヒアリングの回答によれば、当直責任者が応援協定に基づき他消防本部へ出動

を依頼し、許可が出た上で指令センター共同運用管轄内において救急隊が行き来することを指すものである。これは共

同指令センターが直接出動指令を行う「ゼロ隊運用」とは指令権限の所在に差があるものの、実質的にはゼロ隊運用に

近い運用形態といえる。このため本研究では、高知市消防局が導入する応援協定に基づく指令センター共同運用をゼロ

隊運用の導入と位置づけ、分析を行う。 
20 合成コントロール法に関する詳しい理論及び方法の解説については、例えば前田・鎌田(2019)を参照。 
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 𝑌1𝑡
𝑁は実際には観察されず、ドナープール(対照群)の各消防本部に対して適切なウェイト

を置くことにより生成される。各消防本部のウェイトを𝑤𝑗 とし、これを要素とするウェ

イトW(𝑤𝑗 ≥ 0かつ∑𝑗=2
𝐽+1

𝑤𝑗 = 1)とすれば、最適なウェイトW∗は次のノルムを最小化するも

のとして導出される。 

 
W∗ = argmin

W
∥∥X1 − X0W∥∥  

 

 ここで𝑋1 は介入前期間の高知市消防局のアウトカムと共変量からなる観測系列のベクト

ルであり、𝑋0 は介入前期間のドナープールのアウトカムと共変量からなる観測系列のベク

トルを表す。つまり𝑌1𝑡
𝑁 = ∑𝑗=2

𝐽+1
𝑤𝑗

∗𝑌𝑗𝑡であり、𝛼1𝑡 = 𝑌1𝑡 −∑𝑗=2
𝐽+1

𝑤𝑗
∗𝑌𝑗𝑡となる。 

 また、統計的推測は in-space プラセボ分析に基づき行い、仮説検定については Abadie et 

al.(2010)にならい正確 p値を用いつつ、「ゼロ隊運用は救急搬送困難事案件数に影響を与え

ない」を帰無仮説とした検定を導入する21。 

 

3.3 データ 

分析には、代表消防本部単位のパネルデータを使用し、制度を導入した消防本部(処置

群)として高知県高知市消防局を設定する。ゼロ隊運用導入による効果を検証するため、本

分析の対象期間以前に広域化・ゼロ隊運用を導入した地域と、分析対象期間内で高知市消

防局以外に広域化・ゼロ隊運用を導入した地域を除いて分析する22。本稿の分析で使用す

る代表消防本部を表 1 に示す。分析の期間は 2019 年 4 月から 2025 年 7 月までの 78 ヶ月間

で、2019 年 4 月から 2023 年 10 月までの 55 ヶ月間がゼロ隊運用導入以前の期間(𝑇0)、2023

年 11 月から 2025 年 7 月までの 23 ヶ月間がゼロ隊運用導入以降の期間(𝑇1)となる。 

 

  

 
21 in-space プラセボ分析は、処置・介入を受けていない各ドナー(高知市消防局以外のそれぞれの消防本部)を仮想的な処

置・介入対象として扱い、高知市消防局と同様の手順でウェイトを算出、反実仮想予測と実際に観測されたアウトカム

との差を計算する。そして、これらの差の分布と比較して、高知市消防局のアウトカムに関する差が極端な値を取って

いる場合に、統計的に有意な効果があると判断するものである。 
22消防庁消防・救急課(2025)より、2025 年 7 月までに広域化された青森地域広域消防事務組合消防本部、山形市消防本

部、東京消防庁、岐阜市消防本部、静岡市消防局、佐賀広域消防局、熊本市消防局、堺市消防局に加え、複数の市町村

で構成されている甲府地区広域行政事務組合消防本部(2006 年広域化)と鳥取県東部広域行政管理組合消防局(2005 年広

域化)も分析から除外した。また、2025 年 7 月までに指令センター共同運用を導入した地域として、盛岡地区広域消防

組合消防本部、水戸市消防局、千葉市消防局、富山市消防局、金沢市消防局、名古屋市消防局、四日市市消防本部、大

阪市消防局、奈良市消防局、和歌山市消防局、下関市消防局、松山市消防局、福岡市消防局、大分市消防局も除外した

。また、処置前のアウトカムへの当てはまりの悪さから宮崎市消防局についても除外した。 
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表 1 分析に使用する代表消防本部一覧 

代表消防本部名 

札幌市消防局 相模原市消防局 岡山市消防局 

仙台市消防局 新潟市消防局 広島市消防局 

秋田市消防本部 福井市消防局 徳島市消防局 

福島市消防本部 長野市消防局 高松市消防局 

宇都宮市消防局 浜松市消防局 高知市消防局 

前橋市消防局 大津市消防局 北九州市消防局 

さいたま市消防局 京都市消防局 長崎市消防局 

川崎市消防局 神戸市消防局 鹿児島市消防局 

横浜市消防局 松江市消防本部 那覇市消防局 

(筆者作成) 

 

 分析に使用する変数として、アウトカムにあたる搬送困難を示す変数には、「救急搬送

困難事案に係る状況調査について」(総務省消防庁(2025b))に基づく救急搬送困難事案件数

を使用する23。また、共変量には鈴木・堀(2010)を参考に人口、65 歳以上人口、15 歳未満

人口、面積、消防職員数、病院施設数、病院病床数、医師数、搬送人員数、入電から病院

に収容されるまでにかかる平均所要時間(以下、病院収容までの平均所要時間とする)、財

政力指数を用いた。また、処置前の救急搬送困難事案件数を年ごとに平均化した指標も共

変量として用いている。詳細な記述統計量を示した表は Appendix に記載した。 

 これらの共変量は全て運用導入前の期間の平均値を使用する。人口(対数)は月ごとに観

察された値の平均値を用いた。それ以外の共変量について、65 歳以上人口(対数)は 2020 年

1 月時点と 2021 年 1 月時点の 2 期間の平均値を、15 歳未満人口(対数)、面積、搬送人員数

は 2020 年 1 月時点の値を用いた。このうち、搬送人員数についてはその年の累積数が公開

されているため、12で除し月平均を使用した。消防職員数は 2019年 4月時点の値を、病院

数、病床数、病院収容までの平均所要時間については 2020 年から 2022 年の各 1 月時点(3

期間)の平均値を用いた。医師数は 2020 年 1 月時点と 2022 年 1 月時点の 2 期間の平均値、

財政力指数は 2021 年 1 月時点の値を使用した。 

表 2 は合成コントロールを作成した際のウェイトを示す。表 3 は共変量について高知市

消防局の値、ドナープールの平均値、合成コントロール(合成高知市消防局)の値を表して

いる。ドナープールにおける共変量の平均値とは異なり、合成高知市消防局の共変量の値

は実際の高知市消防局の値に概ね当てはまっていることが確認できる。 

 

  

 
23 総務省消防庁救急企画室へのヒアリングから、救急搬送困難事案件数は各消防の管轄区域内で発生したものを 1 件と

してカウントすると回答が得られたためこの条件を用いる。 
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表 2 合成コントロールに使用された代表消防本部(𝑊𝑗
∗ ≥ 0.0001で抜粋) 

代表消防本部 ウェイト𝑊𝑗
∗ 代表消防本部 ウェイト𝑊𝑗

∗ 

徳島市消防局 0.6810 鹿児島市消防局 0.0003 

北九州市消防局 0.1591 相模原市消防局 0.0002 

福島市消防本部 0.1185 宇都宮市消防局 0.0002 

新潟市消防局 0.0382 長野市消防局 0.0001 

松江市消防本部 0.0005 浜松市消防局 0.0001 

長崎市消防局 0.0003 前橋市消防局 0.0001 

大津市消防局 0.0003 高松市消防局 0.0001 

那覇市消防局 0.0003   

(筆者作成) 

 

 

表 3 共変量の比較 

変数 高知市消防局 ドナープールの平均 合成高知市消防局 

救急搬送困難事案件数[2019/4-2020/3] 20.2 45.6 13.8 

救急搬送困難事案件数[2020/4-2021/3] 18.7 66.9 17.0 

救急搬送困難事案件数[2021/4-2022/3] 24.4 112.1 33.6 

救急搬送困難事案件数[2022/4-2023/3] 88.5 185.3 85.5 

救急搬送困難事案件数[2023/4-2023/10] 58.1 145.2 64.6 

人口(対数) 12.7 13.4 12.7 

65 歳以上人口(対数) 11.5 12.1 11.5 

15 歳未満人口(対数) 10.6 11.3 10.6 

面積 13619.0 29063.9 20214.2 

消防職員数 393.0 915.4 408.7 

病院数 61.0 54.9 49.9 

病床数 8679.3 10775.0 7956.4 

医師数 255.0 527.1 281.6 

搬送人員数 1314.9 3000.0 1396.8 

病院に収容されるまでの時間 24.1 25.1 23.2 

財政力指数 0.6 1.0 0.8 

(筆者作成) 

 

3.4 分析結果 
図 6 は、合成コントロール法を用いた推定結果を表している。高知市消防局の合成コン

トロールは表 3 で示したウェイトに基づいて構築されている。処置を受けた個体は高知市

消防局のみであり、その他の消防本部は全てドナーとなる。実線は高知市消防局の救急搬

送困難事案件数を表し、破線は合成コントロールによる反実仮想を示している。2019 年 4

月から2023年10月の処置前の期間において概ね似通って推移していることが読み取れる。
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一方で、2023 年 11 月以降(ゼロ隊運用導入後)、両者の間に明確な乖離が生じている。この

乖離は、ゼロ隊運用導入による処置効果を示唆するものであり、ゼロ隊運用が救急搬送困

難事案の発生に影響を与えている可能性を示すものと考えられる。ゼロ隊運用を導入しな

かった場合に比べて、導入後 21 カ月で計 495 件、ひと月当たり約 23.57 件の救急搬送困難

事案の抑制につながった可能性が示唆された。 

 

 

図 6 救急搬送困難事案件数の推移 

 
(筆者作成) 

 

しかし、救急搬送困難事案件数減少の効果は本当に「ゼロ隊運用」によるものなのだろ

うか。この問いに対して，in-space プラセボテストの結果を図 7 に示す。縦軸は MSPE、横

軸は 2019 年 4 月を１とした経過月数を表している24。ゼロ隊運用導入前期間において、高

知市消防局の MSPE は他の消防本部と大差がないと読み取れる。一方、ゼロ隊運用導入直

後は特に減少が見られ、他の消防局の乖離度と差がある。時期によっては乖離度が小さく

なる場合もあるが、概ね乖離が見られた。なお、プラセボテストの導入に際しては、ゼロ

隊運用以前で実際のアウトカムの値と合成コントロールのアウトカムの値が大きな乖離を

示した消防本部を除いており、具体的には処置前の MSPE が高知市消防局のそれの 1 倍以

下である消防局のみを用いている25。 

 

  

 
24 MSPE は合成コントロールの仮想的な値と実測値の乖離度を表す。 
25 プラセボテストで当てはまりの悪いドナープールの主体を外したのは，得られるプラセボ効果の大きさが当てはまり

の悪さに起因する可能性を考慮したためである(Abadie et.al(2010))。 

( 件

) 
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図 7 プラセボテスト(灰色線：ドナープール、黒線：高知市消防局) 

 
(筆者作成) 

図 8 は全ての個体についての処置前後の MSPE 比をヒストグラムとして示している。横

軸は MSPE 比、縦軸は各区間に含まれる消防本部の数を表している。もし高知市消防局の

処置効果が認められるならば、高知市消防局よりも大きい MSPE 比を示すプラセボはほと

んどないはずである。結果として、高知市消防局の MSPE 比は全消防本部の中で最も大き

い値を示した。 また、算出された正確 p 値は 0.083 であり、有意水準 10%において統計的

に有意であることが確認された。 

 

 

 

図 8 処置前後の MSPE 比のヒストグラム 

 
(筆者作成) 
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3.5 考察 
 前節の分析結果から、ゼロ隊運用導入後に、救急搬送困難事案件数は概ね減少傾向を示

した。特に導入直後の数カ月で差が顕在化しており、効果は中程度ながら持続的に観察さ

れた。これらの結果は、ゼロ隊運用による指令業務の効率化が進み、救急車が出動を決め

るまでの調整における時間を減少させた可能性がある。有意水準 10%という結果は、効果

の確実性としては限定的であるものの、現場運用の改善という観点からは無視できない影

響を示唆している。一方で、医療機関の逼迫状況そのものは変わらないため、受け入れ要

請の照会回数は必ずしも減っていない。それでも救急搬送困難事案が減少したのは、総務

省消防庁の定義に含まれる「現場滞在時間 30 分以上」が改善されたからと考えられる。医

療機関側の能力を変えることが難しい状況においても、消防・救急体制の運用改善のみで、

約 3割の救急搬送困難事案を減らすことができたと考察する。 
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4．政策提言 
前章までで、2023 年 11 月より広域的なゼロ隊運用を導入した高知市消防局を対象とし

て、その共同運用の救急搬送困難事案件数に対する因果効果の有無と、その効果によって

減少した具体的な件数について、合成コントロール法を用いて推定してきた。その結果、

ひと月あたりの救急搬送困難事案件数は平均 23.57 件減少、年間約 282.84 件の救急搬送困

難事案が抑制されたと推計される。これは、反実仮想的に解釈すれば、ゼロ隊運用を導入

していなかった場合には、実際に発生した救急搬送困難事案 666件に加えて、追加的に 283

件発生していた可能性を示唆する。すなわち、ゼロ隊運用未導入の場合の年間救急搬送困

難事案数は 949件(=283件+666件)程度に達すると考えられ、このうち約 29%(=283件/949件

)はゼロ隊運用によって抑制された可能性がある。つまり、ゼロ隊運用によって、救急搬送

困難事案を 3割近く減らすことができたと考えられる。 

 本章においては、この分析結果に基づきつつ、ゼロ隊運用未導入地域に対し、同運用の

積極的な導入を提言する。また、それにあたり、救急搬送困難事案の減少が医療供給体制

にどのようなメリットをどれほどもたらすのかについて、まず高知市消防局のケースに着

目しつつ定量的に明らかにする。その後、それを基準として全国の未導入地域においてゼ

ロ隊運用を導入した場合にどれほどの影響が見込めるのかを考察する。加えて、実際に導

入するにあたって予想される様々な障壁とその解決の方向性を踏まえ、実現可能性につい

ても議論を展開する。 

 

4.1 高知市消防局におけるゼロ隊運用がもたら

す効果 
救急搬送困難事案が減少することで期待される効果として、1)出動時間及び救急隊稼働

の削減、2)救急隊稼働削減による対応可能患者の増加を挙げる。 

 

4.1.1 出動時間及び救急隊稼働の削減 
総務省消防庁(2025b)による救急搬送困難事案の定義では、現場に到着してから出発する

までの時間(以下、現場滞在時間)が 30 分以上かかった状況のことを含める。仮に、高知市

で発生する救急搬送困難事案時の現場滞在時間を平均 30分とし、2023年中の高知市消防局

における救急車に収容されてから病院に収容されるまでの平均時間を算出すると以下のよ

うになる2627。 

 

 

 

 

 

 

 
26 2024年中のデータは取得困難であったため、開示されている最新の 2023年のデータから算出した(消防庁(2024))。 
27 現場滞在時間について、高知市消防局にヒアリングしたところ、データとして把握していないという回答であったた

め、総務省消防庁(2025b)の定義に該当する 30分を例とした。 
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高知市消防局における救急車に収容されてから病院に収容されるまでの時間【分】 

=入電から病院に収容されるまでの平均所要時間【分】 

－入電から現場到着までの平均所要時間【分】 

=40.5【分】－9.7【分】 

=30.8【分】 

 

仮に現場から病院に移動するのに 10分かかるとする28。 

 

普段の現場滞在時間【分】 

=高知市消防局における救急車に収容されてから病院に収容されるまでの時間
【分】－移動時間【分】 

=30.8【分】－10.0【分】 

=20.8【分】 

 

 救急搬送困難事案における現場滞在時間が 30 分だったとすると、 

 

救急搬送困難事案によって追加的に負担のかかる滞在時間【分】 

=困難事案時の滞在時間【分】－普段の現場滞在時間【分】 

=30.0【分】－20.8【分】 

=9.2【分】 

 

 これらから、高知市消防局によるゼロ隊運用によって削減できる現場滞在時間を算出す

ると、以下のようになる。 

 

高知市消防局における削減時間【分】 

=救急搬送困難事案によって追加的に負担のかかる滞在時間【分】 

×共同運用による救急搬送困難事案減少分【件】 

=9.2【分】×23.57【件】 

=216.844【分】 

 

 以上より、高知市消防局のゼロ隊運用による救急搬送困難事案の減少は、救急搬送困難

事案時の現場滞在時間が平均 30 分で、現場から病院までの移動時間に 10 分を要する条件

の下では、ひと月あたり 216.844分(≒3.6 時間)の削減が可能となる29。 

 

 
28 現場から病院に到着するまでの時間についても高知市消防局へのヒアリングから、データとして把握していないとい

う回答であったため、例として 10 分を設定した。(参考として、仙台市(2021)では現場出発から病院に収容されるまで

の時間は平均 11.4分と発表している。) 
29 高知市で発生する救急搬送困難事案の現場滞在時間を平均 45 分に変更し同様の計算をすると、ひと月あたり 570.394

分(≒9.5 時間)、平均 60分にすると、ひと月当たり 923.944 分(≒15.4 時間)の削減が可能となる。 
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4.1.2 救急隊稼働削減による対応可能患者の増

加 
 前項で求めた救急隊稼働の削減により、救急搬送困難事案発生時に拘束時間となってい

た救急隊稼働時間に余裕が生まれるため、対応能力の向上が見込まれる。消防庁(2024)に

よると、患者 1 人当たりの入電から病院に収容されるまでの平均所要時間は 40.5 分である。

また前項より、現場滞在時間 30 分と仮定した場合、高知市消防局における救急隊稼働時間

の削減量は、ひと月あたり 216.844 分(≒3.6 時間)と算出された。 

これらを踏まえ、救急隊稼働時間の削減によって新たに対応可能となる患者数を算出す

ると、 

 

 救急隊稼働削減による対応可能患者数【人】 

 =高知市消防局における削減時間【分】÷患者 1 人当たりの対応時間【分/人】 

 =216.844【分】÷40.5【分】 

 =5.35【人】 

 

以上より、高知市消防局においては、救急搬送困難事案発生時の現場滞在時間が平均 30

分、現場から病院までの移動時間 10分、患者 1人当たりの平均対応時間を 40.5分と仮定し

た場合、救急隊稼働時間の削減により、ひと月あたり 5.35 人の患者対応が新たに可能とな

ることが示された。 

 

4.2 全国的な導入によって期待される効果 
高知市消防局のゼロ隊運用が他地域でも再現できた場合、どのような効果が得られるか

についても考察する。ゼロ隊運用による効果について、現在ゼロ隊運用をしていない消防

本部(以下、未導入消防本部)から検討する。2025 年時点で未導入消防本部である全国の代

表消防本部は 6 本部あり、各地域に高知市消防局と同様の削減効果(29%減)が及ぶと仮定す

る30。 

未導入消防本部における救急搬送困難事案件数は 2024 年で合計 3725.57 件である。仮に

救急搬送困難事案が 29%減少すると、年間で 1080.42 件、ひと月あたり約 90.04 件の救急搬

送困難事案が解消可能となる。これに伴い、救急出動の再出動や現場滞在時間も削減され、

救急体制の効率化・医療資源の有効活用が進むと考えられる。第 1 節同様に算出すると、

未導入消防本部における救急搬送困難事案を減らすことによる削減時間は、年間約

26826.33分(≒447時間)、ひと月当たり約 2235.52 分(≒37.3時間)の削減効果となる31。 

今回対象とした高知市消防局は、指令センター共同運用で「応援協定」に沿った申し合

わせによる出動は行っており、これは事実上のゼロ隊運用であると広義的に解釈すること

 
30 ここでの 6 消防本部は、宇都宮市消防局、前橋市消防局、高松市消防局、長崎市消防局、鹿児島市消防局、那覇市消

防局とする。これは第 3 章の分析において設定したドナープールであり、高知市と同程度の人口規模である中核市を対

象地域として設定した。また、2024 年中の救急搬送困難事案件数が高知市消防局(666.1 件)であるのに対し、極端に少

ない秋田市消防本部(38.1 件)、福井市消防局(17.3 件)、長野市消防局(24.0 件)、大津市消防局(4.0 件)、松江市消防本部

(0.0 件)は、ゼロ隊運用による救急搬送困難事案件数の減少は考えにくいため、提言対象から除外した。 
31 2023年中の未導入消防本部における入電から現場到着までの平均所要時間を平均 9.38分、入電から病院に収容される

までの平均所要時間を平均 39.55分で算出した。その他の条件については第 1 節と同様の条件に設定している。 
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とした。ゼロ隊運用は他地域に出動を決めるまでにかかる時間が、応援協定に基づいた出

動に比べて早い。そのため、ゼロ隊運用導入についても同様の削減効果が期待できると考

える32。 

 

4.3 全国展開に向けた課題と実現 
本研究で確認されたように、高知市においてゼロ隊運用導入後、救急搬送困難事案は年

間約 282.84 件、約 29%減少した。こうした成果を全国的に普及させるためには、大きく 2

つの課題と実現条件を整理する必要がある。 

 第一に、制度・運用面での調整負担が挙げられる。指令センター共同運用は複数の市町

村や消防本部の協議・合意が必要である。しかし、消防本部そのものの統合を伴う「広域

化」よりもハードルが低く、部分的な共同運用から段階的に導入できるというメリットが

ある。また、応援出動の効率化や経費削減効果が生じている消防本部も多数存在しており、

ゼロ隊運用の導入実績も直近指令と比較して多く導入されている。しかし、広域化及び連

携・協力の方式や本部の位置、署所の組織体制などの調整事項が多岐に渡ることから、意

見が一致せず調整できない可能性が懸念点として挙げられる(埼玉県(2013))。これについて

は「消防広域化推進アドバイザー制度」によって具体的な方策に関する助言や情報提供を

行う。消防広域化推進アドバイザー制度とは、広域化及び連携・協力を積極的に支援する

ため、主に都道府県・消防本部からの依頼に基づき、消防広域化推進アドバイザーの派遣

を行う制度である(消防庁消防・救急課(2025))。アドバイザーの具体的任務として広域化や

連携・協力に関する講演や情報提供を行うことで、調整面での負担、つまり共同運用のも

たらす非金銭的なコストの軽減を図ることが期待される。 

 第二に、システムの更新や運用経費の確保等の財政面の課題である。指令システムの更

新にかかる初期整備費や、運用後の維持管理費用を含めた財政負担を削減する必要がある。

指令センター共同運用については、特に防災対策事業債や緊急防災・減災事業債などの地

方債に加え、「消防防災施設整備費補助金」や「緊急消防援助隊設備整備費補助金」等の

補助金が設けられているため、比較的補助が受けやすい体制も整えられている33。実際に

高知市消防局の緊急防災・減災事業債では、消防指令システム共同運用整備事業に 11 億

6,290 万円活用された(高知市(2023))34。 

  

 
32 埼玉西部消防組合では、ゼロ隊運用を導入している地域であり、応援協定に基づく依頼を待たずに事案を覚知した段

階で規模に応じた車両を出動させることができるようになっている。(消防庁消防・救急課(2014)) 
33 防災対策事業債及び緊急防災・減災事業債、各補助金について、広域化又は連携・協力に基づく高機能消防指令セン

ターの共同化において受けられる補助金である。特に、広域消防運営計画等及び連携･協力導入計画に基づく高機能消

防指令センターの整備を行う場合が対象になる(総務省消防庁(2025e))。 
34 高知市消防局の緊急防災・減災事業債は 23 億 9,590 万円あり、消防指令システム共同運用設備事業に約 48.5%使われ

ている。 
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5．結論 
本稿では、ゼロ隊運用が救急搬送困難事案に与える影響を明らかにすることを目的とし

た。高知市消防局を対象に、2023年 11月のゼロ隊運用導入をイベントとして、その前後の

変化を合成コントロール法により分析した。その結果、導入しなかった場合と比較して、

導入後 21 か月で計 495 件、ひと月あたり約 23.57 件の救急搬送困難事案を抑制した可能性

が示唆された。これは、ゼロ隊運用による指令情報の一元化と、他本部の出動体制の活用

が搬送調整を迅速化した結果であると考えられる。 

以上の結果をふまえ、本研究では、ゼロ隊運用未導入の消防本部へ拡大することを提言

する。地域を越えた出動体制の整備により、搬送調整の迅速化と現場滞在時間の短縮が期

待される。また、導入にあたっては消防本部間の調整負担や財政的制約といった課題に対

して、制度的支援を拡充することが重要である。これにより、全国的な救急医療体制の効

率化と安定化が図られることが期待される。 

ただし、本研究には主に 3つの限界がある。1つ目は、合成コントロール法は単一地域の

反実仮想を近似する手法であり、外的妥当性には限界がある。高知市消防局で得られた結

果が、他の地域や規模の異なる消防本部にそのまま当てはまるとは限らない。2 つ目は、

プラセボテストでは in-space プラセボを用いたが、正確 p 値は 0.083 と 5%水準を上回って

おり(10%水準では有意）、結果は統計的に十分な有意性を持つとは言えず、有意傾向を示

すに留まる。3 つ目は、高知市消防局には土佐市も含まれており、データ上は両市を分離

できていない。そのため、今後は市別の効果や周辺地域への波及効果を検証することが課

題である。 

また、頑健性の確認として、アウトカムや共変量を一部変更して再度分析を行う方法や、

実際の導入時期より前の月を仮の導入月として設定し、分析する方法などが考えられる。

これにより、結果が特定の変数設定や時期に依存していないかを検証できる。また、広域

化や指令センター共同運用の導入時期が消防本部によって異なることから、複数の導入タ

イミングを考慮できる Staggered DID を用いた分析を今後の課題としたい。 

 今後は、より長期的なデータや他地域での導入事例を活用し、指令センター共同運用の

効果を多面的に検証していくことが求められる。これらを通じて、地域の実情に応じた消

防指令体制のあり方を探り、救急医療体制の一層の効率化と安定化につなげていくことが

期待される。 
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https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/tokei/jinko/suikei/index.html
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/toukei_johou/jinkousetaisu_tokei/chikubetsu_jinkou/index.html
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/toukei_johou/jinkousetaisu_tokei/chikubetsu_jinkou/index.html
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/toukeijoho/idojinko/739577.html
https://www.city.nagano.nagano.jp/n041000/contents/p004125.html
https://www.city.naha.okinawa.jp/admin/toukei/jinkou/nenmg/index.html
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gaiyo/profile/00_01jinkou/kihon_nenrei/index.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/gyousei/library/1_jinkou-setai/006_suikeijinkou.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/gyousei/library/1_jinkou-setai/006_suikeijinkou.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/shisei/toukei/1027844/1027845/1008693.html
https://www.city.fukui.lg.jp/sisei/tokei/jinko/jinkoutoukei.html
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/2/1002/4/129.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/tokei-chosa/portal/jinko/maitsuki/suii.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/tokei-chosa/portal/jinko/maitsuki/suii.html
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Appendix 
A.1 記述統計量 
 表 4 は本稿の分析で使用したデータの記述統計量を示す。 

 

表 4 記述統計量 

変数 サンプルサイズ 平均値 標準偏差 最小値 最大値 

救急搬送困難事案件数 2028 118.50 193.22 0.00 1782.43 

人口(対数) 1987 13.37 0.75 12.18 15.15 

65歳以上人口(対数) 52 12.09 0.70 10.99 13.74 

15歳未満人口(対数) 26 11.32 0.74 10.19 13.03 

面積 52 29118.31 13842.13 4110.00 67056.00 

病院数 78 54.87 42.97 11.00 202.00 

病床数 78 10775.04 7945.79 2969.00 36720.00 

医師数 52 527.08 483.05 29.00 2343.00 

搬送人員数 26 36000.15 33324.95 7608.00 164084.00 

消防職員数 26 915.42 768.77 255.00 3805.00 

病院収容までの 

平均所要時間 

52 37.61 5.20 28.60 47.60 

財政力指数 27 1.00 0.52 0.57 3.00 

(筆者作成) 


